
 

令和 7年度からの食物アレルギー対応に関するお知らせ 

                                    羽曳野市教育委員会 

♦学校生活管理指導表の提出の必須 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※乳糖不耐症の児童生徒で、牛乳停止を希望される場合は医師の診断書の提出が必要となります。

在校生につきましては、改めてのご提出をお願いします。なお提出については、牛乳停止開始 

時の 1回のみとします。（児童生徒の成長によって緩解するものではないとされているため。） 

食物アレルギーがある児童生徒で、学校生活において特別な配慮や管理を希望される方は、 

医師が作成する学校生活管理指導表の提出が必要となります。 

記載日、医師名および

医療機関名 

医師の記入欄 

【表】学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）

名前 （男 ・ 女） 年 月 日生 年 組 提出日 年 月 日

※この生活管理指導表は、学校の生活において特別な配慮や管理が必要となった場合に医師が作成するものです。

★保護者

Ａ　食物アレルギー病型（食物アレルギーありの場合のみ記載） Ａ　給食 電話：

１．即時型 １．管理不要 ２．管理必要

２．口腔アレルギー症候群

３．食物依存性運動誘発アナフィラキシー Ｂ　食物・食材を扱う授業・活動

１．管理不要 ２．管理必要 ★連絡医療機関

Ｂ　アナフィラキシー病型（アナフィラキシーの既往ありの場合のみ記載） 医療機関名：

１．食物 ） Ｃ　運動（体育・部活動等）

２．食物依存性運動誘発アナフィラキシー １．管理不要 ２．管理必要

３．運動誘発アナフィラキシー

４．昆虫 （ ） Ｄ　宿泊を伴う校外活動

５．医薬品 （ ） １．管理不要 ２．管理必要 電話：

６．その他 （ ）

Ｅ　原因食物を除去する場合により厳しい除去が必要なもの

Ｃ　原因食物・除去根拠　　該当する食品の番号に○をし、かつ《　》内に除去根拠を記載

１．鶏卵  《 》 ［除去根拠］　該当するもの全てを 《　》 内に記載

２．牛乳・乳製品  《 》 ① 明らかな症状の既往              ② 食物経口負荷試験陽性

３．小麦  《 》 ③ IgE抗体等検査結果陽性 ④ 未摂取 鶏卵 ：卵殻カルシウム 記載日

４．ソバ  《 》  （　）に具体的な食品名を記載 牛乳 ：乳糖・乳清焼成カルシウム

５．ピーナッツ　  《 》 小麦 ：醤油・酢・味噌 

６．甲殻類  《 》 （ ） 大豆 ：大豆油・醤油・味噌 年 月 日

７．木の実類  《 》 （　すべて・クルミ・カシュー・アーモンド　　　　　　　 ） ゴマ ：ゴマ油 医師名

８．果物類  《 》 （　 ） 魚類 ：かつおだし・いりこだし・魚醤　　

９．魚類  《 》 （　 ） 肉類 ：エキス ㊞

10．肉類  《 》 （　 ）

11．その他１  《 》 （　 ） Ｆ　その他の配慮・管理事項(自由記述） 医療機関名

12．その他２  《 》 （　 ）

Ｄ　緊急時に備えた処方薬

１．内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）

２．アドレナリン自己注射薬（「エピペン®」）

３．その他 （ ）

★保護者

Ａ　症状のコントロール状態 Ａ　運動（体育・部活動等） 電話：

１．良好 ２．比較的良好 ３．不良 １．管理不要 ２．管理必要

Ｂ-１　長期管理薬（吸入） Ｂ　動物との接触やホコリ等の舞う環境での活動

１．ステロイド吸入薬  （ ） （ ） １．管理不要 ２．管理必要 ★連絡医療機関

２．ステロイド吸入薬／長時間作用性吸入ベータ刺激薬配合剤  （ ） （ ） 医療機関名：

３．その他  （ ） （ ） Ｃ　宿泊を伴う校外活動

１．管理不要 ２．管理必要 電話：

Ｂ－２　長期管理薬（内服）

１．ロイコトリエン受容体拮抗薬  （ ） Ｄ　その他の配慮・管理事項(自由記述)

２．その他  （ ） 記載日

Ｂ－３　長期管理薬（注射） 年 月 日

１．生物学的製剤  （ ） 医師名

㊞

Ｃ　発作時の対応

１．ベータ刺激薬吸入  （ ） （ ） 医療機関名

２．ベータ刺激薬内服  （ ） （ ）
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※本欄に○がついた場合、該当する食品を使用した料理に

　ついては、給食対応が困難となる場合があります。

病型・治療 学校生活上の留意点

（原因

投与量／日

投与量／日

薬剤名

薬剤名

様式２

羽曳野市では安全確保のため原因食物を 提供するか、しないかの二者択一とします。

学校生活における配慮・

管理すべき事項が記載

されます。 

緊急時の連絡先とし

て、必要と考えられる

児童生徒に関して記入

します。 



 

♦学校給食での対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪基本対応の流れ≫ 

①保護者の方が献立表や加工食品等の原料配合表を確認のうえ、献立表に×を記入し、 

学校へ提出する。 

②学校は、×の入った献立表を原本として保存し、コピーを保護者に返却する。 

③給食当日は、×が記入された献立表を見ながら配膳します。 

アレルゲンがあり、食べられないおかずがある場合は、家から代わりになるおかずを 

持ってくることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪二者択一の対応を徹底≫ 

 

 

 

✖ 自己除去対応・・・配膳されたおかずから自身でアレルゲンを除去する。 

○ 完全除去対応・・・アレルゲンを含むおかずは配膳しない。 

  

 

※くるみ、落花生（ピーナッツ）、えび、かに、そば、アーモンド、あわび、いくら、カシュ 

ーナッツ、キウイフルーツ、バナナ、マカダミアナッツは、原則、給食の原材料として使用 

しません。 

 

二者択一の対応とは？ 

主食（パン・ごはん）、おかず、牛乳のうちアレルゲンを含むもの 

については、「食べる・食べない」の『二者択一』とする方法です。 

よって自己除去は行わず、完全除去となります。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✖  自己除去対応 

○ 完全除去対応 の主な例 

 

 

 

 

小麦・牛乳アレルギー 

✖  医師から喫食の練習をするように言われたため、 

給食のパンを少しずつ食べて慣らす。 

〇 アレルゲンそのものが完全解除になるまでは食べない。 

！注意！ 「鶏卵」の取り扱いについて 

○給食においては、鶏卵がアレルゲンの児童生徒でも、生の鶏卵のみ喫食不可と診断された 

児童生徒は、特例として喫食可としています。 

たけのこアレルギー 

✖  八宝菜からたけのこを除いて食べる。 

〇 おかずの中でアレルゲンを含むものについては、 

そのおかずは食べません。 

牛乳アレルギー  

✖  牛乳を半分だけ飲む。 

〇 牛乳を停止し、飲みません。   

✖ 牛乳は飲まない。ヨーグルトは食べる。 

  シチューは食べないが、パン（乳含む）は食べる。 

〇 アレルゲンを含む場合は、献立に関係なく食べない。 

 

✖  体調が良いときは食べる。 

〇 体調に関係なく食べません。 

今日は 

たべられそう

…。 

✖ 生卵不可 

○ 加熱卵可の診断がある 

かきたま汁 たまごやき 
※給食には卵を使用したマヨネーズ、

プリンは出ません。 

✖ 生卵不可  

✖ 加熱卵不可 
親子丼 

卵とじ 
たまごやき かきたま汁 

親子丼 

卵とじ 


